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広
　
告
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交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー

防
犯
対
策

あ
と
少
し
で
夏
休
み
！
　
犯
罪
や
事
故
に

巻
き
込
ま
れ
な
い
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
！

　

学
生
の
皆
さ
ん
は
あ
と
少
し
で
待
ち
に
待
っ
た
夏
休
み
に
入
り
ま
す
。
夏
休
み
期
間
中
は
、
お
と
な
も

子
ど
も
も
出
か
け
る
機
会
が
増
え
ま
す
が
、
特
に
気
を
つ
け
た
い
の
は
、
犯
罪
や
交
通
事
故
に
巻
き
込
ま

れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
分
が
進
ん
で
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
犯
罪
対
策
な
ど
に

つ
い
て
も
家
族
で
し
っ
か
り
と
話
し
合
い
を
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た
高
齢
者
を
狙
っ
た
詐
欺

事
件
も
依
然
と
し
て
発
生
し
て
お
り
、
引
き
続
き
注
意
が
必
要
で
す
。
事
件
・
詐
欺
や
交
通
事
故
に
巻
き

込
ま
れ
る
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
改
め
て
犯
罪
対
策
と
交
通
ル
ー
ル
に
つ
い
て
学
び
ま
し
ょ
う
。
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／
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犯
課
防
犯

係
☎
497
・
１
８
４
８
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交
通
ル
ー
ル
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い
て（
５
面
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道
路
交
通
課
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常
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う

家
族
み
ん
な
で
守
り
ま
し
ょ
う

　日ごろ、安全に自転車を利用していますか。下の項目のうち、皆さんがいつも実践している
ことに○をつけてみましょう。（「政府広報オンライン」より抜粋）

　自転車に乗る際のルールとマナーをまとめたものに、「自転車安全利用5則」があります。
これらを覚え、安全に気持ちよく自転車に乗りましょう。

市
内
の
犯
罪
発
生
状
況

自転車ではいつも車道を走っている。
歩道は例外

自転車が走れる歩道では、車道寄り
を徐行し、歩行者を優先している

２人乗りはしない（幼児用座席に幼児
を乗せる場合を除く）

暗くなったら必ずライトをつけて走
っている

信号無視はしない

車道ではいつも左側を通行している

お酒を飲んだ時は、自転車に乗らない

友人や家族などと並んで道路を走るこ
とはない

「止まれ」の標識があるところでは、必
ず一時停止している

子どもを自転車に乗せる時は必ずヘル
メットをかぶらせる

○の数が８個以上
　いつも交通ル
ールを守り安全
な自転車利用を
心がけている人
です。これから
も安全に気をつけて、快適な
自転車ライフを楽しんでくだ
さい。

○の数が４～７個
　自転車を安全
に利用するため
の意識が少し薄
いようです。交
通ルールは知っ
ているだけでなく、守ること
が大事です。

○の数が０～３個
　このままだと、
自分が交通事故
の被害に遭った
り、他の自転車
や歩行者にけが
を負わせたりする危険があり
ます。自転車の交通ルールを
一から勉強しましょう。

自転車は、車道が原則、
歩道は例外

子どもは
ヘルメットを着用

歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行

車道は左側を通行

安全ルールを守る

　自転車は
「車両」と位置
づけられてい
ますので、歩
道と車道の区
別があるところでは車道を通行
するのが原則です。（運転者が
13歳未満または７０歳以上、体の
不自由な方などは例外）

　13歳未満
の子どもを
自転車に乗
せ る 時 は、
確実に乗車
用ヘルメッ
トを子ども
に着用させましょう。

　家族の間でも、普段から交通ル
ールについて話し合いをすること
が大切です。紹介した自転車の乗
り方・ルールの他、「遊びながら
歩かない」「携帯電話を操作しな
がら歩かない」など、歩行する際

　自転車の所有者に
は、防犯登録が義務付
けられています。必ず
防犯登録をしてくださ
い。また、交通事故の
損害を賠償できる保険
に加入しましょう。

　市内の防犯情報
（市内で発生した不
審者の出没情報やな
りすまし詐欺の情
報）などを、メール
アドレスを登録され
た方に配信していま
す。以下のＱＲコー
ドから登録できま
す。ぜひご利用くだ

さい。
の注意点も話し合い、実践するよ
うにしましょう。それらを心掛け、
自転車運転者も歩行者も、気持ち
良く通行できるようになるよう、
皆さんで交通ルールとマナ―を守
りましょう。

　左記の規則は、自転車
を運転するうえで守らな
ければいけない安全ルー
ルです。違反者には、罰
則が科される場合もあり
ます。
　取り返しのつかない事
態が起きる前に、安全ル
ールをしっかりと覚え、
守りましょう。

　歩道は歩行者優先です。自転
車が歩道を通行する時は、車道
寄りの部分を徐行（すぐに止ま
れる速度で通行すること）しな
ければなりません。自転車のベ
ルを鳴らして歩行者に道を空け
させたり、スピードを落とさず
に歩行者を追い越したりするの
はルール違反です。

　自転車は、
車道の左側
に寄って通行
しなければな
りません。右
側通行は禁
止されています。自転車が通行
することができる路側帯は、道
路の左側部分に設けられたもの
に限られます。

●夜間はライトを点灯
●飲酒運転は禁止
●二人乗りは禁止

●交差点での一時停止と安全確認

●並進は禁止
●信号を守る

◆「非行や犯罪被害」の危険が潜む
　夏休み
　平成２６年度の警視庁の調べによる
と、飲酒・喫煙・深夜徘徊などの不
良行為で補導された青少年は、約８０
万人に上るそうです。
　去年の夏、大阪府寝屋川市で起き
た「中１少年少女殺害事件」は、記憶
に残っている方も多いのではないで
しょうか。行き場なく深夜の街を徘
徊する２人の姿は、今も目に焼きつ
いています。事情はどうあれ現代の

青少年の実態を垣間見た事件でした。
◆ルールを決める　
　このような犯罪に巻き込まれない
よう、我が家ではシンプルなルール
を決めています。①「夜遅くまで子
どもたちのみで遊ばない」②「門限
までに帰る（決めた時間以降になる
場合は事前に連絡する）」です。
　また、夏は花火大会など、楽しい
催しが目白押しで、中学生ともなる
と「友達同士で行こう」という誘い
もあります。このような時もルール

を設定し、守れないならば「今回は
お断りしてね」と言える親になりた
いと思っています。　
◆親子間での話し合いを　
　他にも普段からできることとし
て、近隣の方との交流を図る、学校
から発信される防犯情報メールに目
を通す、などが挙げられます。親子
間では、日々起こるニュースに関心
を持ち、「こんな時、私たちならど
うする」といった会話が必要ではな
いでしょうか。
　こうした対策をして、子どもたち
全員がはつらつとした顔で新学期を
迎えることが、親や先生、ひいては
地域の願いです。（文：山本美香）

子どもの防犯対策の始まりは「親子間での話し合い」から

防犯登録と保険加入
も忘れずに！

安心安全メールに
登録しましょう　防犯対策は市民の皆さんの協力が不可欠ですが、どのようなことをすれ

ばよいのでしょうか？　ここでは、実際に子どもを持つ市民編集委員の山
本美香さんが考える、家庭でできる防犯対策について伺いました。

知らない人にはついていかない

家に入ったらすぐにカギをかけ、
ドアチェーンもかける

来訪者はインターフォンなどで相手や要件を
確認してからドアを開ける

ごみ出しなど短い時間でも必ず施錠する

寝る前には必ずドアのカギ、ドアチェーン、窓
のカギなどがかかっているか確認する

２階以上の部屋でも、雨どいなど
を使ってベランダから侵入される
危険があるので、窓を開けたまま
にせず、必ず施錠する

ひとりで遊ばない

外に出掛ける時は、おうちの人に
「誰と」「どこで」遊ぶか、
「何時ごろ帰るか」を言って出かける

連れていかれそうになったら、
大声で「たすけてー！」と叫ぶ

なるべく明るく人通りがある道を歩く。
後をつけてくる不審者がいないか、時々振り返って確認する。
危険を感じたら、ためらわず大声を出し、周囲に知らせる。

・子どもの変化を見逃さない

・不自然な状況を見かけたら一声か
　ける。または 110 番通報をする

・何かあったときに逃げ込める場所を把
　握しておき、子どもに教えておく

子どもには、次のことをしっかり覚えさせましょう 普段から次の対策を心がけ、被害を未然に防ぎましょう

自宅での対策

おとなの見守りも大切です

屋外での対策

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

全刑法犯 843件 799件 694件 655件 571件

【表１】市内犯罪発生状況

平成26年度 平成27年度 増減
侵入窃盗 39件 25件 －14件
ひったくり 0件 6件 ＋6件
車上狙い 38件 25件 －13件
自動車盗 3件 0件 －3件
オートバイ盗 33件 44件 ＋11件
自転車盗 222件 237件 ＋15件
粗暴犯 38件 14件 －24件

【表２】おもな刑法犯罪発生状況

【表３】特殊詐欺発生状況（オレオレ詐欺・
架空請求詐欺・融資保険金詐欺・還付金詐欺

平成26年度 平成27年度 増減
発生件数 16件 13件 －3件
被害金額 5,100万円 5,691万円 ＋591万円

特
殊
詐
欺
被
害
に

　
　

遭
わ
な
い
た
め
に

　

市
内
の
刑
法
犯
認
知
件
数
は
、
警
察

・
防
犯
協
会
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な

ど
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
皆
さ
ん
に

よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
防
犯
活
動
を
実
施
し

て
き
た
こ
と
が
実
を
結
び
、
毎
年
減
少

傾
向
に
あ
り
ま
す（
左
表
１
）。し
か
し
、

高
齢
者
を
狙
う「
振
り
込
め
詐
欺
」
な

ど
の
特
殊
詐
欺
は
、
件
数
こ
そ
減
っ
て

い
る
も
の
の
、
１
件
当
た
り
の
被
害
金

額
は
増
加
し
て
い
ま
す
。（
左
表
３
）

　

オ
レ
オ
レ
詐
欺
な
ど
の
特
殊
詐
欺

は
、
被
害
者
の
８８
㌫
が
６０
歳
以
上
で
、

そ
の
う
ち
７７
㌫
が
女
性
で
す
。
犯
人
は

息
子
や
孫
を
か
た
る
、
市
役
所
な
ど
の

　夏の時期は子どもと女性を狙った犯罪が発
生しやすい傾向にあります。犯罪から身を守
るため、以下のポイントを意識しましょう。

子ども・女性が被害に遭わないために

職
員
を
名
乗
る
、
も
し
く
は
優
先
権
に

当
選
し
て
い
る
の
で
権
利
を
売
っ
て
ほ

し
い
、
な
ど
と
電
話
を
か
け
、
お
金
を

騙
し
取
ろ
う
と
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
全
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現

を
目
指
し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
対

策
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

○
親
族
か
ら「
電
話
番
号
が
変
わ
っ
た
」

と
言
わ
れ
た
ら
、
元
の
電
話
番
号
に
か

け
な
お
す
。

○
ど
ん
な
理
由
で
あ
れ
、
知
ら
な
い
人

に
現
金
は
渡
さ
な
い
。

○
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
す
る
電

話
は
、
間
違
い
な
く
振
り

込
め
詐
欺
！

家族で交通安全について話し合いましょう

怪
し
い
電
話
は

　「
特
殊
詐
欺
」
で
す

あなたは守れてる？ 自転車安全利用度チェック

「自転車安全利用５則」を守ろう！
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